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【埼玉県越生町】第三セクター等経営健全化方針 

 

１ 作成年月日及び作成担当部署 

  作成年月日   令和８年６月１日改定 

  作成担当部署   越生町企画財政課 

 

２ 第三セクター等の概要 

  法  人  名   株式会社越生特産物加工研究所 

  代 表 者 名   代表取締役 新 井 康 之 

  所  在  地   入間郡越生町大字大満６６２番地１ 

  設立年月日   昭和６２年１２月１日 

  資  本  金   ７１，０００千円 

【当該地方公共団体の出資額 

 ３２，６５０千円（４５．９９％）】 

  業 務 内 容  当会社は、次の各事業を営むことを目的とする。 

（１） 地元特産農産物を利用した加工食品の製造及び販売 

（２） 食品の製造、販売、卸及び輸出入 

（３） 酒（リキュール類・果実酒類）製造及び販売 

（４） 施設を管理する業務 

（５） 前各号に付帯する一切の業務 

 

３ 経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの地方公共団体の関与 

【法人の成り立ち】 

越生町は、古くから梅の産地であり、町の特産物である生梅は市場において果

肉が厚く、高く評価されていた。その裏では、厳しい選果を通った梅が市場性を

もち、選果漏れ若しくは落下した梅は生産農家での一部利用はあるものの、処分

に困る状態であった。 

そこで、町ではこの梅を中心に加工の研究を行い、ゆずを含め付加価値を高め

て製品化するため、昭和５５年に町営の特産物加工研究所を設立し、研究を重ね

た結果、特産品として生産及び販売をするに至った。 

これにより、生産農家の努力がむくわれるとともに生産意欲も増加した。また、

「梅の里越生」のイメージアップにもつながった。 

しかし、選果漏れの梅を全て購入するには、製造設備の充実、職員の増員、販

路の拡大などをする必要があり、加えて町営では種々の制約があることなどから、

第三セクターによる会社の設立を検討、昭和６２年１２月１日に株式会社を設立

した。 

会社設立の趣意である生産農家の安定した収入と育成が図られるよう株の持
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分を越生町、越生町農業協同組合及び生産農家で５３％を保有し、民間の活力に

より製品開発及び販路の拡大を図り、生産農家を始め町民の期待に応える会社と

するものであった。 

 

 〇設立当時の資本金内訳 

株  主 株 数 出資額（万円） 割合（％） 

越 生 町 ２５３ １，２６５ ２５．３ 

越 生 町 農 協 １００ ５００ １０．０ 

生 産 農 家  １７７ ８８５ １７．７ 

役 員 等 ３７０ １，８５０ ３７．０ 

一 般 公 募  １００ ５００ １０．０ 

計 １，０００ ５，０００ １００．０ 

  

 【法人の経過】 

昭和６２年１２月の会社設立以降は、平成１５年の第１７期を除き、平成２０

年の第２２期までの約２１年間は、順調に推移してきた。 

配当についても、越生町に対して、金額で約８６０万円の配当を行い、また、越

生町から借り受けている建物及び土地等の賃借料として、令和元年度末までに、

総額約７，４００万円を納入している。会社の設立経緯を考えれば越生町に対し

て大きく貢献をしている。 

しかし、平成２１年の第２３期以降は、厳しい経営状況が続き、特に、商品ラベ

ルの不適正表示問題が発生した平成２８年の第３０期からは、その影響を脱しき

れていない。 

また、設備等に関して、本来、貸し主である越生町が整備すべき施設を国の地方

創生先行型交付金及び地方創生加速化交付金を、平成２７年度及び平成２８年度

の２年間で、町が約１億３２００万円の交付金を受け、補助金として株式会社越

生特産物加工研究所に交付し、施設等を整備することができた。 

商品ラベルの不適正表示問題は、正にこの施設整備を行っている平成２８年度

に発生し、責任者であった専務取締役を解任したが、会社としての信用を失った。

その結果、売上げが減少し、累積赤字が大きく増加した。 

会社経営の厳しい状況下においても、株式会社越生特産物加工研究所は、第三

セクターの会社ということで、町に協力し、越生特産の梅、ゆずを対外的に大きく

宣伝し、町だけでは決してなし得ないであろう新商品の開発等により、梅・ゆず産

地としての越生町を首都圏に発信してきた。 

会社組織としては、会社の設立当初の役員はいなくなり、株の持分構成も大き

く変容した。令和元年５月に２，０００万円の増資を行い、更に、令和２年５月に

１００万円の増資を行っている。 
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そして、現在の資本金内訳は、次のとおりである。 

株  主 株 数 出資額（万円） 割合（％） 

越 生 町 ６５３ ３，２６５ ４５．９９ 

いるま野農協 １００ ５００  ７．０４ 

生 産 農 家 １７７ ８８５ １２．４６ 

役 員 等  ４９ ２４５  ３．４５ 

そ の 他 ４４１ ２，２０５ ３１．０６ 

計 １，４２０ ７，１００ １００．００ 

 

【地方公共団体としての財政支援等】 

平成２６年に、会社の経営が苦しい状況を踏まえ、商工会の協力を得て、中小企

業診断士による経営診断を行った。この報告書を基に、当時の専務を中心に改善

を試み、施設整備を進めるための交付金も受けて、経営改善を進めていたが、平成

２８年８月に、商品ラベルの不適正表示問題が発生し、会社が経営危機に陥った

ものである。 

この状況を打破するために筆頭株主である越生町では、令和元年５月に２，０

００万円の増資を行い、持ち株比率が２５．３％であったものを４６．６４％に引

き上げ、町の会社への関与を強めるとともに、民間からの社長招聘なども模索し

た。しかし、民間からの登用はなかなかうまく行かず、それまでの借入金等の返済

その他に資金は充当され、売上げが思うように伸びない中、赤字が積み上がり、令

和２年６月に、新たに３，０００万円の貸付を越生町が行ったところである。 

この貸付金の返済が令和５年６月から開始され、毎月２５万円を返済している。 

越生町議会としても最大限の支援であるため、越生町では、これをもってさら

なる経営改善に真摯に取り組むよう指導・支援を行っていくことが必要である。 

 

【財政的リスクの現状】 

・ 越生町は、法人への出資が３，２６５万円であり、経営破綻した場合は、この

出資金を失うことになる。 

・ 長期貸付を行っているため、経営破綻した場合は、貸付金残金２，２２５万円

（令和７年１２月時点）の回収が困難になる。 

・ 町が貸付を行っている土地等の貸付料の収入がなくなる。 

・ 町所有の土地・建物等の利用方法の検討が必要になる。 

 ・ 国の交付金で購入した設備・建物等の取り扱いの問題が生じる。 

 

４ 抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討 

  令和元年５月の増資以降、町として、取締役会の傍聴を町職員が行うなど経営

状況の把握及び売上げ増加の取組を注視してきた。 
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しかし、その努力の姿勢はわかるものの実績としてはなかなかあがっていない。

そうした状況の中、運転資金の不足に伴い、商品仕入れや資材購入にも支障をき

たす状況となり、新たな資金調達の必要が日に日に迫ってきた。 

さらに令和２年３月以降、新型コロナウイルスの影響から不要不急な外出につ

いての自粛要請などにより、越生梅林の閉園が早まるなど、著しく売上げが減少

したことに伴い、資金繰りに窮したことから越生町に貸付金を求める依頼があり、

６月に３，０００万円の貸し付けを行ったところである。 

  同時に、組織体制の見直しを行い、非常勤職員等の解雇を行うなど人員整理を

実行した。 

また、令和２年４月から越生自然休養村センター「うめその梅の駅」の指定管理

者を受託し、小売り部門の強化を図るとともに、新たな販売先の開拓等にも努め

ている。また、越生町には、お土産品がジュース類など定番はあるものの、梅・ゆ

ずを活用したお菓子などのお土産品の開発にも取り組む必要がある。 

職員数が少ないため、職員間で協力しながら、効果的・効率的に業務を行えるよ

うな組織や体制づくりも必要である。 

   

５ 抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応 

（１） 令和３年は、約６０万円ではあるが営業黒字となったが、包装材の除却損が

響き経常赤字となった。しかし、営業ベースでは、黒字を達成し、今後も売り

上げの増加と経費削減を進め、黒字化を図っていく。 

（２） 令和４年は、約４６０万円の営業黒字としたが、原材料の除却損があり、経

常黒字は約２２０万円となった。しかし、電気料金の高騰や資材関係の値上

げが影響する中、黒字決算となり、着実に経営状況は改善しつつある。 

（３） 令和５年は、資材等の値上げが続く中ではあったが約４４７万円の営業黒

字とし、当期純利益も約４７３万円とした。 

（４） 令和６年は、仕入れ原料や資材の高騰が続く中、販路拡大等に取り組み、経

常黒字は約２６９万円、当期純利益は約３２１万円となった。 

（５） 令和７年は、原材料、資材、燃料代の価格高騰による影響のほか、営業外雑

損失を計上したことにより、赤字決算（当期純損失９，５２９円）となった。 

（６） 経営診断で指摘を受けている株式会社越生特産物加工研究所の一番の課題

は、人的資源が乏しく、経営の現場に社長がいないことがある。 

（７） 引き続き「うめその梅の駅」の指定管理（令和８年４月～令和１３年３月）

を受けることになり、小売部門として販売強化を図っていく。 

（８） 令和５年６月から、町への返済が開始されたが、資金繰り的には問題はな

く、引き続き現金残高の状況について注視をしていく。 

（９） 株主構成の適正化を図り、将来的な組織運営の在り方を検討する必要があ

る。 
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６ 法人の財務状況 

 

項  目 

                 

金 額（千円） 

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

資産総額 67,129 70,026 68,033 59,990     

（うち現預金） 33,493 36,143 33,694 25,149 

（うち売上債権） 7,518    6,593 6,403 7,448      

（うち棚卸資産） 23,510   25,201 23,821 24,106     

（うちその他） 334      223       263 275        

（うち固定資産） 2,274 1,866 3,852 2,940      

負債総額 53,576 51,742 46,533 38,500     

（うち当該地方公共団体からの借入金）  30,000 28,250    25,250 22,250     

純資産総額 13,553 18,284    21,500 21,490     

＊ 資産額に圧縮資産は計上していない。 

 

 

項  目 

                 

金 額（千円） 

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

経常収益 106,106 103,972 102,594 105,844 

経常費用 101,492 99,493 99,902 103,378   

経常損益                      4,614 4,479       2,692 2,470     

経常外損益 -2,201 432 704    -2,297       

特別損失             

（うち固定資産圧縮損）     

当期純損益 2,233 4,731 3,216   -10     

 

 


